
平成２６年 第２回 筑紫野市議会定例会（６月） 

提出議案について 

 

 平成２６年 第２回 筑紫野市議会定例会（会期：６月６日から６月２４日まで）に次の議

案を提案しましたので、その内容をお知らせします。 

諮問第２号 ⼈権擁護委員の推薦につき意⾒を求めることについて 

本件は、現委員であります成冨清治⽒が平成２６年９⽉３０⽇をもって任期満了となりますので、

引き続き、成冨清治氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意⾒を

求めるものです。 

諮問第３号 ⼈権擁護委員の推薦につき意⾒を求めることについて 

本件は、現委員であります鷺⼭智英氏が、平成２６年９⽉３０日をもって任期満了となりますので、

引き続き、鷺⼭智英氏を推進いたしたく、⼈権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意⾒を

求めるものです。 

同意第５号 筑紫野市教育委員会委員の任命について 

  本件は、現委員であります古賀勇⽒が、平成２６年５⽉３１⽇をもって辞職されたため、その後任

として田代夫⽒を選任いたしたく、地⽅教育⾏政の組織及び運営に関する法律第４条第 1 項の規定

に基づき議会の同意を求めるものです。 

報告第３号 
専決処分の承認について（筑紫野市税条例の⼀部を改正する条例の制定に

ついて） 

本件は、地方税法等の⼀部を改正する法律が本年３⽉ 20 日に成⽴したことに伴い、地方自治法第

１７９条第１項の規定により、本年３⽉３１日付で専決処分を⾏っておりますので、同条第３項の 

規定に基づき、これを報告し、承認を求めるものです。 

主な内容は、地方法人課税の偏在是正のための措置、軽⾃動⾞の⾞体課税の⾒直し、固定資産税

の減額措置の導入です。 

報告第４号 
専決処分の承認について（筑紫野市都市計画税条例の⼀部を改正する条例

の制定について） 

本件は、地方税法等の⼀部を改正する法律が本年３⽉ 20 日に成⽴したことに伴い、地方自治法第



１７９条第１項の規定により、本年３⽉３１日付で専決処分を⾏っておりますので、同条第３項の 

規定に基づき、これを報告し、承認を求めるものです。内容は、条項の変更です。 

報告第５号 
専決処分の承認について（筑紫野市国⺠健康保険税条例の⼀部を改正する

条例の制定について） 

本件は、地方税法等の⼀部を改正する法律が本年３⽉ 20 日に成⽴したことに伴い、地方自治法第

１７９条第１項の規定により、本年３⽉３１日付で専決処分を⾏っておりますので、同条第３項の 

規定に基づき、これを報告し、承認を求めるものです。内容は、国⺠健康保険税の課税限度額を⾒直

し、後期⾼齢者⽀援⾦等課税額の限度額を１６万円に、介護納付⾦課税額の限度額を１４万円に、そ

れぞれ２万円引き上げるものです。また、軽減判定所得の基準を⾒直し、５割軽減の対象となる世帯

の軽減判定所得の算定における被保険者数に世帯主を含め、２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所

得の算定において被保険者の数に乗ずる⾦額を４５万円に改正し、軽減対象世帯を拡大するもので

す。  

報告第６号 専決処分の承認について（損害賠償の額を定めることについて） 

本件は、損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分

を⾏っておりますので、同条第３項の規定に基づき、これを報告し、承認を求めるものです。内容は、

平成２６年２月１９日、筑紫野市塔原東四丁目付近において、発⽣した道路事故により相⼿⽅⾞両を

損傷させたものです。この事故に伴います損害賠償額について１０万１千７０６円で示談協議が整い

ましたので、平成２６年３月２８日付で、専決処分を⾏ったところです。 

議案第７号 専決処分の承認について（損害賠償の額を定めることについて） 

本件は、損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分

を⾏っておりますので、同条第３項の規定に基づき、これを報告し、承認を求めるものです。内容は、

平成２６年１月２７日筑紫野市⼆⽇市北⼋丁目付近において発生した道路事故により、相手方が負傷

されたものです。この事故に伴います損害賠償額について３万１千８００円で示談協議が整いました

ので、平成２６年４月２３日付で、専決処分を⾏ったところです。 

報告第８号 専決処分の承認について（損害賠償の額を定めることについて） 

本件は、損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分

を⾏っておりますので、同条第３項の規定に基づき、これを報告し、承認を求めるものです。内容は、



平成２６年４⽉２⽇、筑紫野市美しが丘北三丁目付近において発生した道路事故により相⼿⽅⾞両を

損傷させたものです。この事故に伴います損害賠償額について１５万２千１１５円で示談協議が整い

ましたので、平成２６年５月２日付で、専決処分を⾏ったところでございます。 

報告第９号 平成２５年度筑紫野市⼀般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について 

本件は、地⽅⾃治法第２１３条の規定により、平成２５年度中に事業が終了しない「管財担当一般

事務事業」から「中学校防災機能強化事業」までの全部で１７の事業につきまして、議会の承認を受

けて、繰越明許費により平成２６年度へ予算を繰り越しております。この場合に、地方自治法施⾏令

第１４６条第２項の規定に基づき、繰越計算書を調製し、議会に報告しなければならないことになっ

ておりますので、報告するものです。 

報告第１０号 平成２５年度筑紫野市下⽔道事業会計予算繰越計算書の報告について 

本件は、平成２５年度筑紫野市下⽔道事業会計予算に定めていた建設改良費のうち、城山１工区 

 下水道築造工事については、国の経済対策補正予算に伴う追加工事であることから、資本的支出の 

建設改良費の公共下水道 整備費の工事請負費を地方公営企業法第２６条第１項の規定に基づき、

平成２６年度に繰り越しておりますので、同条第３項の規定に基づき、議会に報告するものです。 

議案第３８号 
筑紫野市非常勤消防団員に係る退職報償⾦の⽀給に関する条例の⼀部を改

正する条例の制定について 

本件は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施⾏令の一部を改正する政令の公布に

伴い、条例の⼀部を改正するものです。内容は、非常勤消防団員の処遇改善を図るため、消防団員の

退職報償⾦の支給額を増額するものです。 

議案第３９号 平成２６年度筑紫野市⼀般会計補正予算（第１号）について 

補正予算の主な内容は、歳出予算といたしまして、コミュニティ助成事業助成⾦２５０万円、地域

密着型サービス拠点等施設整備費補助⾦３千６００万円、二日市温泉活性化事業として温泉地施設等

整備補助⾦１千２０５万３千円、緊急雇用創出事業 臨時特別事業費１億２千２３０万円を追加、ま

た、臨時福祉給付⾦事業として１億７０７万５千円を増額するものです。 

これに⾒合いの歳入予算といたしましては、臨時福祉給付⾦補助⾦１億７０７万５千円、緊急雇用

創出事業臨時特別基⾦事業補助⾦１億２千２３０万円、コミュニティ助成事業助成⾦２５０万円を増

額、温泉地施設の整備等に関する基⾦より１千２０５万３千円の繰⼊れを⾏うものです。また、財源

振替えとして、地域介護・福祉空間等整備に係る国庫⽀出⾦の７千１４０万円の増額と併せ、県支出



⾦を３千５４０万円減額するものです。 

このため、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億７千９９２万８千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を３１７億５千９２万８千円とするものです。 

 


